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はじめに 

平成３０年６月に文部科学省から出された，「Society 5.0 に向けた人材育成 

～ 社会が変わる，学びが変わる ～」では，我々はかつてない大きな社会の変革

期にいるとされています。分野によっては人工知能が人間の能力を上回るとも言

われる時代，こうした情報通信技術の進展により，子供たちを取り巻く環境も急

速に変わり，自然体験や体験活動，スポーツをする機会は今後更に少なくなるこ

とが懸念されます。五感を働かせて取り組む自然体験は，道徳観や正義感を育て，

各種体験活動により，実社会に触れ，多くの人とかかわり合う直接体験は，学ぶ

意欲を高めるとともに課題発見能力や問題解決能力，社会性，協調性，心身の健

康，忍耐力が身に付くなど，子供たちの成長にとって効果が大きいものと考えま

す。 
こうした課題を背景に，今，学び方が大きく変わろうとしています。平成３２

年度から完全実施となる新学習指導要領には，学校は，家庭や地域社会と協力し

て学習指導要領を踏まえた教育の更なる充実を図っていくことが重要であると明

記されました。本県においては平成１７年より協働教育を推進してきましたが，

現在推進している地域学校協働活動推進事業を柱に，家庭・地域・学校が連携・

協働して子供を育てる環境づくりを更に充実させ，次代を担う人材の育成と地域

コミュニティの再生に一層力を入れていかなければならないと考えています。 
本冊子は，各市町村の実態に応じた取組の工夫や組織体制整備の進捗が分かる

よう取りまとめたものです。ぜひ，市町村の垣根を越えた情報交換をしていただ

きながら御活用いただき，今後の地域学校協働活動の充実と地域学校協働本部の

設置にお役立ていただければ幸いです。 
結びに，作成に御協力いただいた市町村教育委員会の皆様に心から感謝すると

ともに，地域ぐるみで育てた宮城の子供たちが，それぞれの地域に誇りを持って

生き生きと活躍し，それぞれの地域がより一層発展することを期待しております。 
  

 平成３１年３月 
 

宮城県教育委員会 
教育長 髙 橋  仁 
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１ 協働教育総合推進事業の概要 

（１）宮城県における地域学校協働活動の推進 

本県においては，平成１７年度より地域全体で子供を育てる環境づくりを目指し，「みや

ぎらしい協働教育」に着手し，平成２３年度より「みやぎの協働教育」の柱として，「協働

教育総合推進事業」を進めてきた。平成２３年３月に発生した東日本大震災は，本県に未

曾有の被害をもたらしたが，学校等での避難所運営や被災地における地域住民のネットワ

ーク構築，コミュニティ再生に当たって，本施策の重要性が再認識され，さらに取組の充

実を図ってきたところであり，これからの宮城の復興と地域づくりを担う人材育成や地域

住民のネットワークの構築，地域コミュニティの再生が震災以降の本県における大きな課

題となっている。 

平成２７年１２月の中央教育審議会の答申において，「地域学校協働活動」の推進と「地

域学校協働本部」を整備することが提言されたことを受け，平成２９年３月に県教育委員

会が策定した「第２期宮城県教育振興基本計画～志を育み，復興から未来の創造へ～」の

基本方向の一つに，「家庭・地域・学校が連携・協働して子供を育てる環境づくり」を掲げ，

「地域と学校が連携・協働のもと，一体となって子供を育む『地域学校協働活動』の推進

と，活動を支える『地域学校協働本部』の組織化」を重点的取組として進めることとした。 

 

（２）具現化のための取組 

施策を具現化するための事業として，「協働教育推進総合事業」を実施し，各市町村に委

託し実施してきた「協働教育プラットフォーム」事業を平成２９年度から間接補助事業と

しての「地域学校協働活動推進事業」に改め，「放課後子ども教室の運営」を活動に組み入

れるなど，地域と学校が連携・協働して実施する活動を一体的に推進することで内容の充

実を図り，地域と学校の連携・協働体制の一層の強化と取組の促進を図ってきた。この活

動を通して，各市町村における子供たちの学びを核とした地域住民同士のネットワークが

学校支援地域本部事業 

(14 市町村 18 本部） （地域学校協働活動 

推進事業） 

（協働教育プラットフォーム事業） 

（放課後子ども教室推進事業） 

協働教育総合推進事業 
(現 32市町村） 

  H17   H18   H19   H20   H21   H22   H23   H24   H25   H26   H27   H28   H29   H30 

コラボスクール推進事業 

（25 市町村 35 小学校区） 

起業教育推進事業 

（７市町村 7中学校区） 

みやぎの協働教育 
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構築されるとともに，地域コミュニティの再生が図られるものと考えている。さらに，子

供たちを含めた地域住民が，コミュニケーションを図りながら多様な地域課題の解決に取

り組むことにより，これからの地域づくりを担い，将来の復興の担い手としての人材育成

につながるものと考えている。  

現在，国の補助金を活用し，「協働教育基盤形成事業」，「協働教育普及・振興事業」，「放

課後子ども総合プラン推進事業」で人材育成，普及・啓発を図っている。また，「教育応援

団事業」は，個人や団体・企業等を子供の教育活動を支援する「みやぎ教育応援団」とし

て活用するもので，この４事業により，市町村間接補助としての「地域学校協働活動推進

事業」の後押しを行っている。  

今後も，各市町村等と連携し，地域における家庭・地域・学校の協働の体制整備を支援

しながら，家庭，地域の教育力の向上や子供たちが地域の中で，心豊かで健やかに育まれ

る環境づくりを推進していきたいと考えている。  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

協働教育推進総合事業 

【地域学校協働本部の組織化】 【地域学校協働活動の実施】 

地域学校協働活動推進事業（市町村事業） 

◆ 地域学校協働本部 
○ 統括コーディネーターの配置 
 ・市町村における総合的なコーディネート 
  ・地域コーディネーターへの助言・支援 
○ 地域コーディネーターの配置 
  ・事業の企画・学校と地域の連絡・調整 
○ 地域学校協働活動推進員の委嘱 

連携・協働 参画 

地域住民 
地域の 

多様な主体 家庭・ＰＴＡ

自治会等地域団体 
大学・企業・ＮＰＯ等 

行政 学 校 
○地域連携担当 

◆放課後子ども教室 
・放課後や休日等における安全・
安心な居場所づくり 

◆地域活動 
・自然体験活動 ・世代間交流 
・地域づくり ・地域防災活動 等 

◆家庭教育支援活動         
・子育て講座等の開催 
・親の学びの機会の提供  

◆学校支援活動 
・学習支援 ・環境整備  
・登下校の見守り 等 

◆みやぎらしい家庭教育支援事業(家庭教育支援者の養成，家庭教育支援チームの設置促進 等) 

◆防災キャンプ推進事業（地域住民の参画による体験的に学ぶ防災キャンプの実施 等） 

市町村の推進を下支えする県の関連事業 

教育応援団事業 

 ◆教育応援団事業（企業・ＮＰＯとの連携） 

◆協働教育基盤形成事業（人材の育成） 

◆協働教育普及・振興事業（情報発信，普及・啓発） 

◆放課後子ども総合プラン推進事業（一体型の普及・啓発） 

市町村の推進を下支えする県事業 
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